
 平成３１年４月１日 置賜総合支庁総務課（置賜消費生活センター）発行 

クーリング・オフを活用しましょう 

 今月の末から来月の初めにかけて１０連休となり、県内４つの消費生

活センターも休日法に基づき閉庁となります。 

 この間に消費者トラブルでご相談の場合には、消費者ホットライン

「１８８」にダイヤルしていただきますと、国民生活センターでの

相談が可能となります。 

   相談時間は、午前１０時から午後４時までとなります。 

取引内容 適用対象 期間 

 訪問販売  店舗外での訪問販売  ８日間 

 電話勧誘販売  電話勧誘による取引  ８日間 

 特定継続的役務提供  エステサロン、語学教室、学習塾等  ８日間 

 訪問購入 
 店舗以外の場所で、貴金属を含むすべての物    

 品を事業者が消費者から買い取る契約 
 ８日間 

 連鎖販売取引  いわゆるマルチ商法 ２０日間 

 業務提供誘引販売取引  いわゆる内職商法、モニター商法 ２０日間 

いったん契約してしまっても、契約書面を受け取ってから一定期間内であれば、無

条件で契約を解除できる制度です。どんな取引でも使えるのではなく、自分からお

店に出向いたり、通信販売での買い物などはクーリング・オフの適用対象にはなり

ませんので注意してください。 

クーリング・オフの方法は、はがき（簡易書留）など証拠の残る書面で行います。

はがきの書き方は消費生活センター等で説明を受けることができます。 

クーリング・オフ期間が過ぎてしまった

としても、契約を解除できる場合があり

ます。困ったときは消費生活センター等

にご相談ください。 



                              

 

  

消費生活のトラブルは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください 

各市町の相談窓口 

・米沢市消費生活センター 0238(40)0525  ・川西町住民生活課  0238(42)6616    

・長井市消費生活センター 0238(87)0682  ・小国町町民税務課  0238(62)2260 

・南陽市市民課       0238(40)8255   ・白鷹町町民課     0238(85)6131       

・高畠町生活環境課     0238(52)1577  ・飯豊町住民税務課  0238(87)0514 
 

県の相談窓口（置賜地域）  

・置賜消費生活センター 0238(24)0999 

  

  〒９９２－００１２ 

 山形県米沢市金池７－１－５０ 

          （置賜総合支庁１階） 

 電 話 ： ０２３８ （２４） ０９９９ 

 ＦＡＸ ： ０２３８ （２６） ６０７２ 

 

見守るくん 

   ４月・５月の消費生活法律相４月・５月の消費生活法律相４月・５月の消費生活法律相談談談   

 ４月１１日（木） １３：３０～１５：３０  

 ５月１６日（木） １３：３０～１５：３０  

＊弁護士が無料でアドバイス（３０分） 

＊電話で事前予約をお願いします         

 

非通知 

非通知電話  

には  

でんわ！  

特殊詐欺被害者の多くが自宅固定電話に出たこ

とで被害に遭っています。また、特殊詐欺の手

口等を知っているにもかかわらず、電話に出る

ことにより被害に遭っています。そこで、「被

害に遭わないためにプロの犯罪組織とは話さな

い」ように、自宅の電話に１．留守番電話機能

を設定する（内容を確認してから電話に出る）

２．自動通話録音機を設置する（犯人は録音さ

れることを嫌がる）３．番号通知サービスを利

用する（非通知の電話には出ない）ことによ

り、詐欺の被害に遭わないようにしましょう。 


